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ついて閣議決定人事 に

別紙のとおり発令を願います。



外務省

特命全権大使に任命する

石 弘之(東京大学大学院教授）

浦部和好(元内閣官房副長官補）

(国際部長）参議院参事中村雄二

河村悦孝(国際協力銀行理事）

(以上10月7日付発令）

おって、石にはザンビア国駐笥、浦部にはエジプト国駐笥、中村にはスイス国駐笥、

河村にはモロッコ国駐笥を命ずる。



1i

五
四
詞

二

四
九
四
七
四
四

昭
和
四
○

年
号

出
生
地

本
籍

一

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
特
派
員
を
命
ず
る

一

バ
ン
ク
ー
バ
ー
特
派
員
を
命
ず
る

一

移
動
特
派
員
を
命
ず
る
（
～
九
月
）

八

東
京
本
社
外
報
部
員
を
命
ず
る

八

東
京
本
社
科
学
部
員
を
命
ず
る

（
静
岡
、
長
野
支
局
員
）

四

朝
日
新
聞
東
京
本
社
に
採
用
す
る

三

東
京
大
学
教
養
学
部
教
養
学
科
卒
業

月

日

事
一
省
庁

項

名
●



I

八

四

七

一
ハ

一

－

平
成
六

一
一

一
ハ

一
一

一

○

一

○

六

○

一
一 七

昭
和
五
八

一

年
号
－

月

日

一
一
一

ー

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教
授
に
任
命
す
る
（
I

一
一

国
際
協
力
事
業
団
参
与
を
命
ず
る
（
～
現
職
）

朝
日
新
聞
退
社

一
一
一
）

ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
客
員
教
授
に
任
命
す
る
（
～
七
・

東
京
本
社
編
集
委
員
に
配
置
換
す
る

七
ー

ク

ジ

ｐ
ロ

ア
フ
リ
カ
駐
在
（
ナ
イ
ロ
ビ
）
編
集
委
員
に
配
置
換
す
る
（
～
六
二
・

東
京
本
社
編
集
委
員
に
配
置
換
す
る

東
京
本
社
科
学
部
次
長
に
昇
任
さ
せ
る

上
級
顧
問
を
命
ず
る

国
際
連
合
環
境
計
画
（
バ
ン
コ
ク
）
に
派
遣
す
る

事

項

－

省
庁

名



I

一

四

-

- -- ---口

平
成
八

年
号

一

○ 四

一

○
月

四
日

辞
職
を
承
認
す
る

東
京
大
学
大
学
院
新
領
域
創
成
科
学
研
究
科
教
授
に
任
命
す
る

一

○
…

東
京
大
学
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
命
ず
る
（
～
九
・

事

項

－

省
庁
名



四

三

四
一

昭
和
四
○

年
号

出
生
地

本
籍

三
等
書
記
官
を
命
ず
る

七

一

在
ベ
ル
ギ
ー
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

外
交
官
補
を
命
ず
る

一
ハ

墨

七

在
フ
ラ
ン
ス
曰
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

条
約
局
勤
務
を
命
ず
る

四

ユ

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

三

一
橋
大
学
法
学
部
卒
業

九

一

一
ハ

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

月

日

事

項

省

庁

名



｡

一
ハ

一
一

五
九
五
七
五
五
軒
I■■■■■■

一

一

五
一

五
○
四
九
四

八

昭
和
四
六

年
号

七
｛
ハ 七

一
一
七 七 四 一 四 七 五

月

三

今

八
一

一

○ 一
一
一
一

一
一

四 一 一

一
一

五

一
一

八
日

在
大
韓
民
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

在
タ
イ
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

経
済
協
力
局
経
済
協
力
第
二
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

経
済
局
国
際
経
済
第
一
課
に
配
置
換
す
る

在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
メ
キ
シ
コ
曰
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

経
済
協
力
局
開
発
協
力
課
勤
務
を
命
ず
る

経
済
協
力
局
勤
務
を
命
ず
る
（
開
発
協
力
室
）

経
済
協
力
局
技
術
協
力
第
二
課
勤
務
を
命
ず
る

情
報
文
化
局
国
内
広
報
課
勤
務
を
命
ず
る

中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
ア
フ
リ
カ
課
勤
務
を
命
ず
る

事

項

－

省
庁
名



）

一

一 九 七 四 二

平
成

元

年
号

八 八 八 五
一 四 二

月

－－ -七

一
ハ

二
｛
ハ

－ ~ 四

一
一
一

一
一
一

〃

全

今 --

一

七
日

特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る

外
務
大
臣
官
房
長
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

欧
亜
局
長
に
配
置
換
す
る

総
領
事
を
命
ず
る

在
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
曰
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
局
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
外
務
参
事
官
に
昇
任
さ
せ
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
転
任
さ
せ
る

警
察
庁
警
務
局
付
を
命
ず
る

富
山
県
警
察
本
部
長
を
命
ず
る

警
察
庁
警
務
局
付
を
命
ず
る

警
視
長
に
任
命
す
る 事

項

－

省
庁
名

外
務
省



一

四

一

一
一
一

平
成
一
一

年
号

一

○ 八 四
一 八

月

一

七 〃

一
一

一
ハ 〃

一
ハ 五

一

一
ハ

日

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
対
策
連
絡
調
整
会
議
事
務
局
局
長
を
免
ず
る

内
閣
官
房
副
長
官
補
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
対
策
連
絡
調
整
会
議
事
務
局
局
長
を
命
ず
る

内
閣
官
房
副
長
官
補
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
国
駐
笥
を
命
ず
る

事

項

－

省
庁
名



I
｜
’
一
一
｜
’
一
一

四

二

四

二

’
一
’
一－－ －－

｜
’
一
一
｜
’
一
一

四四
一一

一
一
一
一

昭
和
四
○

昭
和
四
○

’
一
’
一

年
号
年
号

出
生
地

出
生
地

本
籍

｜
副
領
事
を
命
ず
る

七七

一一

在
ベ
ル
リ
ン
日
本
国
総
領
事
館
在
勤
を
命
ず
る

在
ベ
ル
リ
ン
日
本
国
総
領
事
館
在
勤
を
命
ず
る

外
交
官
補
を
命
ず
る

外
交
官
補
を
命
ず
る

一
ハ
一
ハ

一
一
一
一

七七

在在
ドド

イ
ッ
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

イ
ッ
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

条
約
局
勤
務
を
命
ず
る

条
約
局
勤
務
を
命
ず
る

四四

一一

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

一
一
一

一
一
一

東
京
大
学
法
学
部
中
退

東
京
大
学
法
学
部
中
退

九九

▲▲

一
ハ
一
ハ

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

月月

日日

事
項
事
項

－－

省
庁
名

省
庁
名



平
成
二
一
ハ
ー
ニ

六
○
五
八

五
六

羽一
一

一

一

五
一

四
八

昭
和
四
六

年
号

一 七
｛
ハ

一

○
一

一

○ 七 八 八
月

一 一

一
一

七 一 〃

一

四 一 一

一

○

一
一

○
日

国
に
在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

F

イ
ッ
民
主
共
和
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
ド
イ
ツ
民
主
共
和

在
ド

イ
ッ
民
主
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

在
I●

イ
ッ
連
邦
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

外
務
事
務
官
（
欧
亜
局
東
欧
課
長
）
に
転
任
さ
せ
る

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
三
部
）
に
昇
任
さ
せ
る

条
約
局
に
配
置
換
す
る

在
イ
ン
ド
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
日
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

条
約
局
国
際
協
定
課
勤
務
を
命
ず
る

●
●

欧
亜
局
勤
務
を
命
ず
る
（
西
欧
第
一
課
）

事

項

－

省
庁
名



一

四

一

○

一
一
一

一

八

九

一
ハ

八

四

八

平
成
三

一
一

年
号
－

月

一
ハ

一
一

四
一 〃

一 一

一

五
日

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
転
任
さ
せ
る

国
際
部
長
を
命
ず
る

参
議
院
参
事
に
任
ず
る

総
領
事
を
命
ず
る

在
シ

ド

ニ
ー
曰
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る

内
閣
調
査
官
（
内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
次
長
）
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
審
議
官
に
昇
任
さ
せ
る

総
領
事
を
命
ず
る

在
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
曰
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る

在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
に

在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

事

項

－

省
庁
名



p

四
四

四

三

四
一
一

四
－

昭
和
三
八

年
号

出
生
地

本
籍

外
交
官
補
を
命
ず
る

四

一

在
フ
ラ
ン
ス
曰
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

七

一

欧
亜
局
勤
務
を
命
ず
る
（
西
欧
課
）

大
臣
官
房
勤
務
を
命
ず
る

四

一

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

a

f

cノ

八

二

五

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

四

パ
リ
大
学
法
学
部
大
学
院
公
法
課
程
修
了

三

三

八

東
京
大
学
法
学
部
第
二
類
卒
業

月

日

事

項

－

省
庁
名



平
成

元

一
ハ

一
一

一
ハ

一

五
九
五
八
五
五

石
一

一

一

五
一
一

四
九
四
七

昭
和
四
五

年
号

一
一
一 七 八

一
一
一
一

一
一

七
一 一
ハ

一
一
一 七

月

一 五 一

－

○ 七
一

一

一

○ 二

一
一
一

日

在
イ
ラ
ン
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
儀
典
官
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
局
南
西
ア
ジ
ア
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
に
配
置
換
す
る

欧
州
共
同
体
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
ザ
イ
ー
ル
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

中
近
東
ア
フ
ヅ
カ
局
中
近
東
第
二
課
に
配
置
換
す
る

条
約
局
法
規
課
勤
務
を
命
ず
る

大
臣
官
房
勤
務
を
命
ず
る
（
総
務
参
事
官
室
）

三
等
書
記
官
を
命
ず
る
事

項

－

省
庁
名

外
務
省



八
一
ハ

＠

五

平
成
四

年
号

八 八 八 ＝ 一

月

一 －

一

○ 五

一

○ 一
日

ベ
ル
ギ
ー
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
ベ
ル
ギ
ー
国
に
在
勤
す
る

在
ベ
ル
ギ
ー
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

公
使
の
名
称
を
与
え
る

大
韓
民
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
大
韓
民
国
に
在
勤
す
る
期
間

参
事
官
を
命
ず
る

在
大
韓
民
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
局
の
併
任
を
解
除
す
る

総
合
外
交
政
策
局
に
併
任
す
る

条
約
局
の
併
任
を
解
除
す
る

ﾐｺﾊ

ア
ジ
ア
局
に
併
任
す
る

条
約
局
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
外
務
参
事
官
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

事

項

－

省
庁
名



ﾉ、

一
一
一

平
成
一
○

年
号

一

○ 九 三

一
一

九
月

二

一

九 八 七

一
一

七

ﾜユ

○
日

国
際
協
力
銀
行
理
事
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

国
マ
リ
国
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
国
駐
笥
を
免
ず
る

セ
ネ
ガ
ル
国
兼
カ
ー
ボ
・
ヴ
ェ
ル
デ
国
ガ
ン
ビ
ア
国
ギ
ニ
ア
・
ピ
サ
オ

兼
ね
て
ギ
ニ
ア
・
ピ
サ
オ
国
駐
笥
を
命
ず
る

駐
笥
を
命
ず
る

兼
ね
て
カ
ー
ボ
ゆ

ヴ
ェ
ル
デ
国
ガ
ン
ビ
ア
国
マ
ヅ
国
モ
ー
ヅ
タ
ニ
ア
国

セ
ネ
ガ
ル
国
駐
笥
を
命
ず
る

ｉ
特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る

期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

事

項

一

省
庁
名



閣請妻 言兎 亘月 メ 峯こそ

閣議日
発令日

日
日
４
７
月
月
０
０

１
１
年
年
４
４

１
１
成
成
平
平

（金）
(月）

●特命全権大使に任命する
ザンビア国駐笥を命ずる

（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授） 石 弘之

ザンビア国駐笥
五月女光弘
14． 9．20命綱

齢予定

一ﾗ石 弘之

14.10. 4畑科翰官織

●特命全権大使に任命する
エジプト国駐笥を命ずる

（元内閣官房副長官補） 浦部和好

エジプト国駐笥
須藤隆也
14． 9．20命闘

齢稚

浦部和好一
14.10. 1納鮪房賑舗

●特命全権大使に任命する
スイス国駐笥を命ずる
参議院参事（国際部長） 中村雄二

中村雄二一ｱｽ壷ｽ震謹次
14.10. 6燃脅雛(大臣官房)碇 14.10. 3命嗣

i館予定

●特命全権大使に任命する
モロッコ国駐笥を命ずる

（国際協力銀行理事）

河村悦孝一一･ﾓ屋ﾂ曇国憲笥美
14.10. 6国職力節理輔瀞淀 14.10. 1鱸朝

退官予定

河村悦孝


